
岩手県立大学盛岡短期大学部 寮管理運営業務 様書 

 

 適用範  

様書 公立大学法人岩手県立大学 発注 岩手県立大学盛岡短期大学部 寮

寮 という 給食 施設管理及 各種設備点検 保 業務 本業務 という

委 契約 履行 場合 適用  

 

 契約 書 優 位 

全 契約 書 相互 補完 と 契約 書間 相 あ 場合 そ 優

位 と  

第 位 業務内容説明書及 質問 回答書 

第 位 岩手県立大学盛岡短期大学部 寮管理運営業務 様書 業務 様書 とい

う  

 

 業務 目的 

本業務 給食調理 施設管理 設備点検 保 部門と 関係諸法 並 委 者 定

岩手県立大学盛岡短期大学部学寮規程 寮消防計画及 そ 関係諸規則 遵

目的 成 努 寮 全 効率的 運営 実現 と 目的と  

寮自治会と十 連携 物理的 精神的 入寮生 全 衛生的 生活環境

維持 と  

施設 無事故 無公害及 入寮生 無事故 努 各種 事故 防止 と  

最適 業務計画 作成 環境衛生 全等 確保 修繕費 軽減と設備機器等 耐用年数

延伸 と  

 

 業務 内容 

主 業務 内容 別 定 ほ 次 各号 掲 業務と  

給食調理及 提供 関 と  

施設管理 関 と  

施設 環境整備 清掃 関 と 寮生 行う清掃区域 除  

温水ボイラ 設備 日常点検 定期点検 法定点検及 保 関 と  

地 タンク設備 定期点検 法定点検 及 保 関 と  

水槽及 高架水槽設備 定期点検 法定点検 及 保 関 と  

消防用設備 定期点検 法定点検及 保 関 と  

そ 必要と認 立会い 連絡調整及 報告 関 と  

 

 報告及 録 

業務 遂行 必要 あ と認 業務内容 報告及 録 様式 い 者

い 作成 あ 監督員 承諾 得 とと 規定 除  

業務内容 報告及 録 業務終了後 や 提出 監督員 承諾 必要 期間保存

 

主 報告及 録 と と 載内容 い 監督員と協議 任

意 様式 必要 事 載 と  

ア 寮管理運営業務週報 様式第 号  

イ ボイラ 例点検表 様式第 号  

ウ 寮事件 事故報告書 様式第 号  

エ そ 監督員 必要と認 書類 



 管理責任者 総括責任者 

者 当 業務 実施 あ 者 理 管理責任者 選任 うえ 次 業務 あ

せ と  

業務実施 関 監督員と 連絡調整 

様書 基 細部事 打 合わせ 

業務従事者 管理及 指揮監督 

管理責任者 補 者と 総括責任者 配置 統括責任者 寮管理人 兼

とと 原則と 寮 込 せ と 難い場合 総括責

任者 ほ 当直員等 配置 と  

 

 業務従事者 資格等 

各業務 従事 必要と 資格 あ 場合 各業務 業務 様書 定 と

 

 

 業務従事者 確認等 

業務開始 立 業務従事者 経歴 6 ヶ 内 撮影 写真 添付 資格証明書等

写 効期限 定 あ 資格 い 効期限内 写 と 契約期間内 更新 場合

そ 都度提出 と 及 責任体制 示 書面 提出 監督員 承諾

と  

監督員 業務従事者と 不適当と認 者 い 協議 うえ 業務従事者 交 せ

と  

業務従事者 交 あ 原則と 事前 監督員 承諾 とと 交 者と

十 引 継 行い業務 支 い う と  

業務従事者 岩手県立大学盛岡短期大学部学寮規程 寮消防計画等 遵 ほ

業務遂行 危険 伴う場合 全施設又 全帽等必要 措置 と と 監督

員 指示 従う と  

 

 相互協力 

各業務従事者 互い と 各種 業者と連絡 密 必要 あ 事

い 相互 協力 適 業務執行 あ と  

 

10 そ  

業務 と 細 様 い 別 定 と  

 

11 疑義 

様書 定 い事 様書 疑義 生 場合 必要 応 監督員

と協議 と  

 

1「 本業務 実施 要 者 専 使用 場  

本業務 実施 者 配置 総括責任者 場 使用 と 認

と そ 使用 発生 熱水費等 者 負担と  

 

寮内 管理人室  14.6 ㎡  

台      6.0 ㎡  

浴室     」.0 ㎡  

厨 脇トイレ  「.7 ㎡  

  休憩室  8.4 ㎡  

合 計   」4.7 ㎡ 



 

ひめか 寮管理運営業務週報 
総務財務 

課  長 

管財契約Ｇ 

ー ダ ー 
グ ープメンバー 発議者 

    

 

成  度  第  週 成    月  日 ～ 成    月  日 

報告者 総括責任者氏名                              ㊞ 

日付 在寮生数 
給食提供数量 管理巡回時間 

朝食 夕食 回目 回目 回目 

／ 
(日) 

天候 
人 食 食 

時 分から 

 

時 分 で 

時 分から 

 

時 分 で 

時 分から 

 

時 分 で 

／ 
(月) 

天候 
人 食 食 

時 分から 

 

時 分 で 

時 分から 

 

時 分 で 

時 分から 

 

時 分 で 

／ 
(火) 

天候 
人 食 食 

時 分から 

 

時 分 で 

時 分から 

 

時 分 で 

時 分から 

 

時 分 で 

／ 
(水) 

天候 
人 食 食 

時 分から 

 

時 分 で 

時 分から 

 

時 分 で 

時 分から 

 

時 分 で 

／ 
(木) 

天候 
人 食 食 

時 分から 

 

時 分 で 

時 分から 

 

時 分 で 

時 分から 

 

時 分 で 

／ 
(金) 

天候 
人 食 食 

時 分から 

 

時 分 で 

時 分から 

 

時 分 で 

時 分から 

 

時 分 で 

／ 
(土) 

天候 
人 食 食 

時 分から 

 

時 分 で 

時 分から 

 

時 分 で 

時 分から 

 

時 分 で 

新規入寮者数 週計  

 人 

退寮者数 週計  

 人 

 人  人 

計 人 計 人 

記  事 点検等実施状況  

 

 

 

特記事項  

 

 

 

 

様式第 号  

 

 
 

様式第 号  



(様式第 号

設置施設名

ボイ 型式等

良好 不良

損傷の 無

油加熱機及 燃料送給装置 損傷の 無

バーナー 汚れ及 損傷の 無

スト ーナー 詰 り及 損傷の 無

バーナー イ 及 炉壁 汚れ及 損傷の 無

煙道 漏れ 損傷及 通風圧異常の 無

起動及 停止装置 機能の異常の 無

火災検出装置 機能の異常の 無

燃料遮断装置 機能の異常の 無

水位調節装置 機能の異常の 無

不完全燃焼防止装置 機能の異常の 無

電気配線 端子の異常 緩 等 の 無

給水装置 損傷及 異常の 無

保温状態 機能の異常の 無

ボ イ ー 例 点 検 表

点検実施 日 成 日

岩手県立大学盛岡短期大学部 めか 寮

昭和鉄工製 ＫＭ －Ｅ ００ Ａ Ａ重油焚 2004 設置

管財契約G
ー ー

点検員

ボイ ー本体

燃焼装置

自動制御
装置

総務室長

点検項目及 点検事項
状態

総務財務
課長

ボイ ー技士
グ ープ
メンバー

発議者

特記事項 措置した事項等

付属装置
及 付属品



 

ひめかみ寮事件 事故報告書 
総務室長 総務財務課長 管財契約 G ダ  グ プメンバ  

    

学生支援室長 学生支援課長 学生支援 G ダ  

 

発議者 

    

 

事件 事故 種別 事 件     事 故  施設管理  人身  

事件 事故名 概要   

発生 月日 時間 

※時間 24h 表記による 
成    月  日  曜日   時  分 天候： 

事
件

・
事
故
の
対
象
等 

当事者  

入寮生 学籍番号：     委 業務従事者 その他      

氏 名                  連絡先 

当事者  

入寮生 学籍番号：     委 業務従事者 その他      

氏 名                  連絡先 

対象物 

建物 設備 厨房 ボイラ ガスコンロ その他         

名称 型式等 

事件 事故発生後の通報 

警察へ通報→通報時間       通報の相手方         

消防へ通報→通報時間       通報の相手方         

大学事務局へ連絡→連絡先                     

事件 事故発生後に 

とった措置 応急措置等  
 

事件 事故の状況 

 

 

 

 

 

 

以下 入不要 事務局 入欄  

対応  

 

様式第 号  様式第 号  

 

 

 



岩手県立大学盛岡短期大学部学寮規程 

平成１７年４月１日 

規程第５１号    

（目的）  

第１条 この規程は、岩手県立大学盛岡短期大学部学寮（以下「学寮」という。）の管理運営に関し

必要な事項を定めることを目的とする。  

 

（名称及び位置）  

第２条 学寮の名称及び位置は、次のとおりとする。  
名 称 岩手県立大学盛岡短期大学部 ひめ

かみ寮 
位 置 盛岡市中野一丁目 20 番 11 号 

 

（学寮の目的）  

第３条 学寮は、寮生の共同生活を通じて自律的かつ協調的な人間の形成に資することを目的とす

る。  

 

（収容対象、収容定員及び在寮期間）  

第４条 学寮の収容対象、収容定員及び在寮期間は、次のとおりとする。  
収容対象 岩手県立大学盛岡短期大学部 女子

学生 
収容定員 ８０人 
在寮期間 ２年 

２ 前項の収容定員に満たない場合には、岩手県立大学女子学生を収容対象とすることができる。  

 

（入寮）  

第５条 学寮に入寮を希望する者（以下「入寮希望者」という。）は、入寮願（様式第１号）に誓約書

（様式第２号）その他学長の指定する書類を添えて学長に願い出るものとする。  

２ 学長は、前項の入寮願を審査のうえ入寮を適当と認めるときは、入寮許可書（様式第３号）により

入寮希望者に通知するものとする。  

 

（寄宿舎料）  

第６条 寮生は、別に定める寄宿舎料を納めなければならない。  

 

（経費の負担）  

第７条 学寮の維持及び保全に要する経費その他大学が負担する経費以外の経費は、寮生が負

担しなければならない。  

２ 経費の負担区分は、別に定める。  

 

（施設保全の義務）  

第８条 寮生は、居室、共用施設その他学寮の施設を、常に正常な状態において保全し、次の各号

に掲げる行為をしてはならない。  

（１）居室を居室以外の目的に使用すること。  

（２）施設、設備等に工作を加え、又はき損すること。  

２ 寮生は、防火管理、災害防止その他学寮施設の管理運営の必要からする指示に積極的に協力

しなければならない。 

３ 寮生の責に帰する事由によって、建築物、設備を滅失又はき損したときは、当該寮生にその損

害の全部又は一部を賠償させることがある。 



 

（学寮生活に必要な規約）  

第９条 寮生は、学寮における日常生活上の具体的な問題を処理し、自主的にこれを規律するため、

学長の承認を得て学寮生活に必要な規約を作成するものとする。  

２ 前項の規約には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。  

（１）寮生活の方針に関する事項  

（２）寮内組織に関する事項  

（３）風紀秩序に関する事項  

（４）会計に関する事項  

（５）保健衛生に関する事項  

（６）防火に関する事項  

（７）規約改正の手続きに関する事項  

３ 前項の規約の改廃は、学長の承認を受けるものとする。  

 

（懇談会の開催）  

第１０条 盛岡短期大学部長は、寮生との連絡を円滑にするため、随時懇談会を開催するものとす

る。  

 

（閉寮）  

第１１条 春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日における閉寮の期間は、その都度定める。  

２ 閉寮期間中にやむを得ない理由で、在寮を希望する寮生は、学長に願い出て許可を受けなけ

ればならない。  

 

（退寮）  

第１２条 寮生は、退寮しようとするときは、退寮届（様式第４号）を学長に提出しなければならない。  

２ 寮生が、学寮の管理運営上著しく支障をきたす行為をしたときは、退寮を命ずることがある。  

 

（部外者の宿泊）  

第１３条 学寮には、部外者を宿泊させてはならない。  

 

（補則）  

第１４条 この規程の実施に関し必要な事項は、学長が定める。  

 

  附 則 

 この規程は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 

 



様式第１号（第５条関係） 

入  寮  願 

年  月  日  

 岩手県立大学盛岡短期大学部学長 様 

学科    専攻  年 

氏 名                    ㊞ 

保証人 住    所               

    本人との続柄               

    氏    名             ㊞ 

  

 岩手県立大学盛岡短期大学部ひめかみ寮に入寮したいので、保証人連署のうえお願いしま

す。 



様式第２号（第５条関係） 

誓  約  書 

年  月  日  

 岩手県立大学盛岡短期大学部学長 様 

学科    専攻  年 

氏 名                  ㊞ 

  

 岩手県立大学盛岡短期大学部ひめかみ寮に入寮を許可されたからには、学寮規程を固く

守ることを誓います。 

 

 

保証人 住    所               

    職業及び本人との続柄           

    氏    名             ㊞ 

 入寮中本人に関する一切のことは保証人が引き受けます。 



様式第３号（第５条関係） 

入 寮 許 可 書 

年  月  日  

  学科   専攻  年 学籍番号   番 

様                   

岩手県立大学盛岡短期大学部学長  

  

  年 月 日付けで願い出のあった岩手県立大学盛岡短期大学部ひめかみ寮入寮につい

て、下記のとおり許可します。 

記 

 入寮許可期間  年 月 日から  年 月 日まで 

 



様式第４号（第１２条関係） 

退  寮  届 

年  月  日  

 岩手県立大学盛岡短期大学部学長 様 

学科    専攻  年 

氏 名                    ㊞ 

保証人 住 所                  

    氏 名                ㊞ 

  

 岩手県立大学盛岡短期大学部ひめかみ寮に入寮中のところ、 月 日退寮しますのでお届

けします。 

 

 

 



寮自治会規約 

 

 

第1章 総則 

目的  

第1条 規約 岩手県立大学学寮規程第 9 条 定 規約を作成 寮 運営 生活 活

動等 指針 規 を定 を目的  

 

称及 構成  

第2条 本会 寮自治会 以 自治会 いう 称 全寮生 構成  

 

寮生活 基本方針  

第3条 学寮 寮生 共 生活を通 自 的 協調的 人間 形成 資 学寮規程 趣

則 規約を定 日常 寮 規 遵守 寮生相互 和 思いや

協調性を育 更 学生 本分を忘 い を 自治寮 あ 責任

を持 寮生活 行動 基本方針  

 

施設保全  

第4条 寮 公共 施設 あ 建物を始 全 設備 備品 い 損傷 破損 落書

留意 善良 管理 努  

 

 

第2章 寮 組織 役員 

(組織及 役員) 

第5条 自治会運営 組織及 役員を置く  

 寮生大会 

 執行部   寮長    副寮長 2  役 称  

      総務部長  副部長 1  

      経理部長  副部長 1  

      文化部長  副部長 1  

      生活部長  副部長 1  

      厚生部長  副部長 1  

 ック  ック 3～ 部 ック長を一人定  

 会計監査委員会   会計監事 2  

 選挙管理委員会   委員長  委員 1  



    会議 種類 開催時期及 容 時 会 行事等 打合会等 開 

催を妨 い  

   寮生大会   最高 決定機関 議決 全寮生 / 以 寮生 / 以 要 

請 あ 7 日以 臨時大会を開く 定例大会 4 回  

 

   全体会議   議決 全寮生 / 以  

役員 決定事項等 連絡機能 懸案事項等 討議 ック会議 役 

割を担う  

 

 役員 任期  

第6条 役員 任期 再任を妨 い  

 前期 2 日～7 31 日 

 期 8 1 日～翌 1 31 日 

 

 役員 任務  

第7条 役員 任務 概 細 い Book 掲載 ほ 伝 

統的 口承 い 先例  

  執行部 

 寮長 自治会 代表 運営を統括 役員会 寮生大会を招集 主 

催 副寮長 寮長を補 寮長 在 寮長を代理  

 各部 部長 各部 事業計画 立案 会議等 説明 寮生 周知 を行う  

  副部長 部長を補 部長 在 部長を代理 長期休暇中 含  

 書記 役員会 寮生大会等 記録を執  

  会計監事 

 寮 経理状況 監査を実施 結果を会議等 提出 監査報告  

  選挙管理委員会委員 

 各役員任期 概 1 ヶ 前 役員選挙を行う  

 

役員 選任及 解任  

第 8 条  役 事前 選任 寮生全員 選挙 信任 信任を問う

場合 寮生 / 以 支持を 当選  

     各部部長 副部長 い 1 会又 2 会 協議を重 選任

 

   選挙 任期終了概 1 ヶ 前 実施 方法 選挙管理委員会 決  

   役 各部部長 副部長 寮等特 事由 任 を得 く 際 役員会  

い 対応を決  



   役 各部部長 副部長 罷免 寮生大会 い 決定 寮処分  

 

第3章 風紀 秩序 生活 

寮 規  

第9条 寮生活 自治会運営 基本 寮生 日常 行動規範 わ 風紀秩序 うえ 成 立  

い 鑑 寮生活 い 最 限守 事項  

   門限   開門 ：   閉門 ：  

   寮閉鎖  夏休 中 冬休 中 及 春休 中 週間～10 日間程 閉鎖 具体的 期

間 協議 決定  

   訪問客  寮 訪問 7：00～21：00 男性 玄関 女性 あ 原則  

         宿泊 認 い  

   泊   泊 種類 帰省 泊 公認 泊 私用 泊 い 泊 い 泊 

          を 役 提出 い  

泊 泊 前日 22:35～当日 22：20 原則 本人記入 うえ

出  

私用 泊 1 ヶ 12 日以  

   静粛時間  通常 22：35～翌 6：30 

1 週間前  21：00～翌 6：30   週番 寮 放 自粛を促  

中     20：00～翌 6：30    

    寮室訪問 談笑  

    寮室 2 人居 い 原則訪問 望 く い 訪問 時間 静粛時 

間 静粛時間 訪問 場合 室 入 ノック 呼 出  

   寮 禁 事項 

     寮 禁 事項  

      宗教活動 

      喫煙及 飲酒 

      7：00～21：00 食堂 玄関を寝 歩行 着を着用 可 ャ  

ッ 可  

      騒音等迷惑行  

 

 共用施設 備品 使用  

 第 10 条 寮 各共用施設 備品等 寮生 日常生活 うえ 大事 あ 使用 善良  

決 を誠実 守 全寮生 気持 良く過 を基本  

使用時間等を 定  

  称  使 用 時 間 備     考 

食堂 応接 ナ  6：00～24：00 夏季 期間中 2：00



使用可 日 8：30～9：30 掃除

使用禁  

機 オ録画 時間 限  枚数を必 記入 料  

娯楽室 時間 限  夜間 特 静粛  

湯沸室 ガ ン  6：30～22：35 気扇を回 ガ 栓注意 使用 清掃  

洗濯機 掃除機 6：30～22：35 使う人 配慮  

乾燥機 6：30～22：35 料 洗濯物を入 い  

暖房 電子 ン  

タ 電気 ッ  

アイ ン 

時間 限  食堂 学習室 娯楽室 室 利用可能  

持 出 禁  

風呂 18：30～23：05 

浴場 23：00 脱衣

場 23：05  

通常 ～金 ⇒ 風呂 

   土 日 祝日 休講日 ⇒ ャワ  

遅く帰 寮生 配慮 寮 い 人 入浴

 

長期休暇 全 日⇒ ャワ  

学習室 ソ ン含  時間 限  

 

ソ ン 使用 予約  

印 1 枚 5  

勉強以 料 イ 娯楽 禁  

静粛時間 特 私語厳禁  

 

食事  

第 11 条  食事 寮生活 基本的 あ 体力維持 食 楽 多く 意義 あ 一方  

衛生面 事故 発生 可能性 あ 扱い 対応 細心 注意 望

食事 材料 ガ 代 イラ 燃料代等 寮 賄わ い 節減

図 い 食事 食堂  

前提を踏 え 食事 関 事項を 定  

     食事提供 期間等   大学 授業 あ 期間 夏季 冬季 春季  

土曜日 日曜日 祭日 特 定 日  

     食事時間      朝食 ： ～ ：  

食 ： ～ ：  

※ ： 以降 各自 食器を使用  

※寮食 食堂以 食 い  

      食     食 者 前週木曜日 静粛時間 食表 記入  

      食事当番   食 当番 ン 角巾 クを着用 手洗い 消毒を  

 

第12条  寮食以 各自 調理 場合 購入 食 場合 あ 衛生面 万全 注意を払    



 わ い 特 冷蔵庫 使用 寮室 食 残 等を置く行 十分 注意

 

 

当番 事  

第 13 条 寮 滑 運営 資 通 当番 を設 業務 細 Book  

     決 事 説明 指示 紙 口頭注意 気を配  

 

週番   各 ック 1 週間 日～土 区間 任を務  

長期休暇中 総務部 決 総責 行う  

総合責任 

食事当番 

掃除当番 通常 日曜日～金 廊 イ 浴室 各 ック 日交代 行う  

      掃除 時間 原則 20：00～24：00 間 行う  

      長期休暇中 総務部作成 当番表 17：00～24：00 間 行う  

      洗面洗濯室 湯沸室 ック 毎週 曜日 22:35 行う  

長期休暇中 21：00 可  

       

 

第4章 会計 

会計区分  

第14条 寮 自治会 運営 必要 経 い 予算 執行 決算等 会計事務を 定  

     会計    前期 2 1 日～7 31 日 

            期 8 1 日～翌 1 31 日 

       経理部 各期 予算 決算 い 寮生大会 提出 承認を得 い  

       予算執行 支払い事務 各部 連携 行う  

       決算 会計監事 監査を 提出  

 

経理 方法  

第15条  会計 単純会計 通帳 維持 食 2 本 金銭 扱い 通帳記入 銀行   

を基本 納入 支払 口 利用 極力現金 扱わ い 食 返還金等 特定 

目的 除く  

 

 寮  

第16条  寮 納入 最寄 銀行 開設 預金通帳 自治会 一括手続 原則毎 11 日  

引 落 自治会口 納入  

 



 

第5章 保健衛生 防火管理 

 寮生 意識  

第17条 寮生活を健康 明 く過 保健衛生 い 常 意識 高 努 い  

各室 清掃 共用 ペ 掃除 処理 食器洗い 手洗い 励行 多数

寮生 い を念頭 衛生面 配慮 い  

厚生部 役目  

第18条 厚生部 前条を踏 え寮生 注意喚起 常備薬品 整備を  

4 全寮生を対象 検便を実施  

防火管理  

第 19 条 大学 定 寮防火管理要綱 活動  

         (自衛消防組織 編成 訓練) 

 

 

第6章 雑則 

罰則  

第 20 条 寮及 自治会 滑 運営 規約 罰則を定 規約 Book

い 決 以 案件 生 場合 罰則 い 役員会 協議 罰則を科

 

 泊 提出を怠 者 記入 を 者 無断 泊 無断 泊を 者 以

通 措置を  

 1 回目： イ 掃除を全 分ェ2 日間 

 2 回目： イ 掃除を全 分ェ2 日間 

 3 回目： イ 掃除を全 分ェ3 日間 及  謝罪文 

 4 回目： イ 掃除を全 分ェ4 日間 及  謝罪文 

無断 泊 回数 1 5 回 者 寮  

 寮問題 臨時役員会を招集 うえ 検討 最終段 措置 寮長 決定  

 閉門 寮を出入 者 寮  

 私用 泊を 1 ヶ 13 回以 者 厚生部 指示 寮 清掃全 を行う  

 1 ヶ 3 日以 オ 2 回 泊オ 者 寮勧告を出  

3 回以 泊オ 者 寮  

 謝罪文 原則 翌日 寮長 提出 遅 場合 反省 様子 見え い 役

断 罰掃除を加算  

 22：35 を経過 風呂 入 い 半期 2 回以 チ ック 者 風呂掃除 1 日行

う   

 各部 1 ヶ 電気使用料 400kW 以 部 経理部 罰掃除 イ 全 1



日 を え  

 静粛時間 室訪問を行 者 部 入 者 入 者 一人

廊 掃除 1 日分を罰 え  

 寮 納入 期限 遅 場合 風呂掃除 2 日分を罰 え  

無断 3 回以 寮 を滞納 者 寮勧告を行う  

 全 罰掃除 当者 終了 必 役 報告  

 

規約改  

 第 21 条  規約 改 寮生大会 い 全寮生 2/3 以 賛成を 議決  

 

 

 

  附則 

1 規約 成 18 4 1 日 執行  

2 規約 成 19 4 1 日 執行 全部改  

県立大学学長承認 成 19 3 31 日  

3 規約 成 20 4 1 日 執行 一部改  

県立大学学長承認 成 20 3 31 日  

4 規約 成 22 4 1 日 執行 一部改  

県立大学学長承認 成 22 3 31 日  

5 規約 成 23 4 1 日 執行 一部改  

県立大学学長承認 成 23 3 31 日  

6 規約 成 24 4 1 日 執行 一部改  

県立大学学長承認 成 24 3 31 日  

7 規約 成 25 4 1 日 執行 一部改  

県立大学学長承認 成 25 3 31 日  

8 規約 成 26 4 1 日 執行 一部改  

県立大学学長承認 成 26 3 31 日  

9 規約 成 27 4 1 日 執行 一部改  

県立大学学長承認 成 27 3 31 日  

10 規約 成 27 10 1 日 執行 一部改  

県立大学学長承認 成 27 9 30 日  

11 規約 成 28 4 1 日 執行 一部改  

県立大学学長承認 成 28 3 31 日  

 



給食業務内容説明書 

 

給食業務 業務仕様書 定 ほ こ 業務内容説明書 定 こ 実施

 

 

 業務従事者 

受託者 次 給食業務従事者 従事者 いう 配置等を行う  

従事者 本書 定 業務内容を十分 行うこ 認 者 給食調理業務

知識 経験を 者を配置  

従事者 業務 従事 一定 被服を着用させ 従事者 あ こ を明瞭  

従事者 う 給食作業 従事 い 回 検便 赤痢菌 サルモネラ

腸管出血性大腸菌 を実施 結果を や 委託者 報告 ア

書 期間 い こ 限 い  

 

 業務内容 

次 給食を行う  

給食献立 作成 

給食 献立 栄養士 行わせ 寮生 要栄養基準を満 う 食品構成 食品原材料

選択 配慮 衛生的 変化 富 季節感 あ 食事を提供 う努  

給食材料 調達 

給食材料 調達 受託者 寮生 委託 基 い 行う  

給食調理及 衛生管理等 

給食調理及 衛生管理 関係法 を遵守 次 行う  

ア 給食調理及 食品管理 ､ 調理室 厨 い 清潔 衛生的 行うこ  

イ 調理機器・器具類及 食器 衛生管理 洗浄及 煮沸消毒 確実 方法 行うこ  

ウ 給食業務 食中毒等 疾病 生 場合 受託者 責任を負う  

給食日及 給食数量 

給食日及 給食数量 次  

ア 給食日 曜日 金曜日 各日 祝祭日及 寮自治会規約

定 日を除く  

イ 各日 給食数量 朝食 夕食 50 食程度 入寮状況 最大 80 食

こ 給食数量 寮生 申 出 数量 原則 給食当日 7 日前 申

出 増減  

給食時間 

給食時間 次  

ア 朝食 

 6 時 40 分  8 時 00 分 間 

イ 夕食 

17 時 」0 分 「0 時 00 分 間 

給食 配膳 

寮生 給食 配膳を行う 夕食 限  



施設管理及 施設 環境整備 清掃業務内容説明書 

 

施設管理及 施設 環境整備 清掃業務 以下 施設管理等業務 いう 業務 様書 定

ほ こ 業務内容説明書 定 こ 実施  

 

 業務従事者 

業務従事者 本書 定 業務内容を十分 行うこ 認 者 管理業

務 知識 経験を 者を配置 こ 業務 様書 定 総括責任者 兼

 

 

 業務内容 

次 施設管理等業務を行う  

施設管理及 火災防止 安全 防犯対策等 

建物 設備等 管理及 火災防止 安全 防犯対策等 い 次 措置  

ア 出入口 ドア 窓 施錠点検 

イ 給湯 イラ 運転管理 法定点検 別途定  

ウ 火災防止 安全 防犯対策及 部外者 侵入排除 

エ 事故発生時 け 所要 措置及 関係者へ 通報 連絡 

 来寮者 電話 応対及 必要 応 関係者へ 通報 連絡 

 寮生へ 郵便物 物品等 受け渡  

キ 寮生 対 日常生活面 指 及 助言 

寮内巡回 

寮管理 徹底を期 た 概 次 寮内を巡回  

ア  8 時 」0 分  9 時 」0 分 間 

イ 15 時 00 分 16 時 00 分 間 

ウ 「1 時 」0 分 「「 時 」0 分 間 

郵便物 物品等受け渡  

寮生へ 郵便物 物品等 受け渡 次 行う  

ア 郵便物 物品等を受け付けた 軽易 各寮生 連絡 ックス 書留 包等

重要 寮生 直接手渡  

イ 寮生 不在時 電報等緊急を要 を受け付けた 大学事務局 連絡 そ 指

示を受け  

施設 環境整備 清掃業務 

ア 廊下 集会室 食堂 玄関 風除室 チを含 及 受託者 占 使用 室等

清掃 

イ 敷地内 環境整備 清掃及 除雪 寮生 歩行通路 限  

業務日 

毎年度 4 1 日～」 」1 日 各日 清掃業務 土 日 祝日及 別途指定 日を除く  

そ  

施設管理等業務 実施 あた 岩手県立大学盛岡短期大学部学寮規程及 岩手県立大学

盛岡短期大学部 寮消防計画 配意  



岩手県立大学盛岡短期大学部 寮消防計画 

 

目的  

第 条 消防計画 岩手県立大学盛岡短期大学部 寮 寮 いう

防火管理業務 い 必要 事項 定 火災 地震及 そ 他 災害 火災

等 いう 予防及 人命 安全並 被害 軽減 目的  

防火管理者 責務  

第 条 防火管理者 防火管理 必要 業務 行う 必要 応 管理権原者 指示 求

記業務 誠実 遂行  

消防計画 作成及 変更 検討 

消火 通報 避難訓練 計画実施 

建築物 消防用設備等 火気使用施設及 器具等 点検整備 

火気使用又 扱い 関 指導監督 

建築物 増改築 模様替等 工事中 立会い及 火気使用 扱い 関 監督 

そ 他防火管理 必要 業務 

災害等予防  

第 条 防火管理者 火元責任者等 対 次 事項 い 定期的 点検及 検査 行わせ

常 火災害予防 い 最善 注意 払わ い  

火気使用箇所及 器具並 構造 良否 関 事項 

電気設備器具及 電線配線 良否 関 事項 

消防用設備等 維持管理 関 事項 

収容人員 適 管理及 避難通路等避難施設 確保 

建物 外 整理整頓及 不必要可燃物 除去 

そ 他火災害予防 必要 認 事項 

点検 検査 基準  

第 条 前条 定 火災害予防 徹底 期 た 自主検査 別紙 実施  

火災害時 通報連絡及 消防隊 対 情報提供 消防隊誘導  

第 条 寮 火災害 発生 そ 発見 た場合 直ち 消防署 番 通報

防火管理者 連絡 い  

 防火管理者 通報 た場合 直ち 全館 情報伝達 出入 者 不特定多数 利用

者 安全 い  

 防火管理者 被害 軽減 た 消防隊 対 建物 構造そ 他必要 情報 提供及 誘導

行う  

避難 誘導  

第 条 防火管理者 火災害 発生 た場合 出入 者 特 建物 不案 者 安全 避

難誘導 た 前 誘導員 定  

初期消火  

第 条 火災害発生時 消火器等 初期消火 あた 被害 軽減  



自衛消防隊  

第 条 第 条 第 条 定 た消防活動 滑 行うた 自衛消防隊 設置 組織及 分担

別紙  

震災対策  

第 条 地震時 災害防 た 第 条 掲 常 予防点検 工作物等 落 転倒防

あ い 火気使用場所 可燃物 除去及 火気使用器具 転倒防 等  

 地震 発生 た場合 火気 使用停 等 措置 火災害 発生 人命損傷

無及 建築物等 異常 無 確認  

 火災害 発生 た場合 自衛消防隊長 直ち 自衛消防隊員 対 必要 指示・命 被

害 軽減  

 避難場所 駐車場  

 地震発生後 建物及 火気使用設備器具等 点検 検査 行い 安全 確認後使用  

閉館時 警戒  

第 条 休日及 夜間 い 防火管理体制 防火管理者 た 最終退出者 建物 及 火

気 扱箇所 点検 万全 期  

防火教育  

第 条  防火管理者 使用者 対 別 定 計画 防火管理 必要 教育 実施  

 使用者 進 防火管理 関 教育 防火 万全 期 う努 い  

消防訓練  

第 条  防火管理者 次 訓練 計画的 実施  

消火 通報 避難 搬出等部分訓練  回  

総合訓練              回  

消防機関 連絡  

第 条 管理権原者及 防火管理者 常 消防機関 連絡 密 防火管理 適 期

う努  

連絡事項 

防火管理者 選解任 届出 

消防計画 届出 改 際 そ 都度  

消防用設備等 点検結果 報告 

消防訓練 消火 避難訓練等 事前連絡 

査察 教育訓練指導 要請 

そ 他防火管理 い 必要事項 

適用範  

第 条 計画 寮 出入 全 者 適用  

 

  附 則 

計画 成 日 施行  

  附 則 

計画 成 日 施行  



  岩手県立大学盛岡短期大学部 めかみ寮消防計画 

責任者及 点検検査員一覧表 

 

 防火担当責任者 

区分 正 副 

階 寮 生 寮 生 

階 寮 生 寮 生 

階 寮 生 寮 生 

 

 火気取締責任者 

区分 場      正 副 

階 

食堂、湯沸室 寮生 寮生 

乾燥室、脱衣室、浴室、備品庫、洗面洗濯室 寮生 寮生 

厨 、休憩室、食品庫、倉庫、執務室 寮管理人 

居室 居 住 者 

階 

和室 寮生 寮生 

娯楽室、作業室 寮生 寮生 

湯沸室、洗面洗濯室、備品庫 寮生 寮生 

居室 居 住 者 

階 

湯沸室、洗面洗濯室、備品庫 寮生 寮生 

居室 居 住 者 

 

 検査員等 

検査員名等 正 副 

火気使用器具点検検査員 ボイラー技士 寮管理人 

施設点検検査員 ボイラー技士 寮管理人 

消火設備点検検査員 ボイラー技士 寮管理人 

避難設備点検検査員 ボイラー技士 寮管理人 

夜 間 警 備 員 寮管理人 － 

 



  岩手県立大学盛岡短期大学部 めかみ寮消防計画 

 

 

消防設備等点検 実施内容 

 

 消防法施行規則第 条 ６による消防設備 点検内容等 

 

消防用設備等 種類等 点検 内容 点検 回数 

消火器、誘導標識 機器点検 ６カ月に 回以上 

自動火災報知設備、避難器具 

機器点検 ６カ月に 回以上 

総合点検 年に 回以上 

配        線 総合点検 年に 回以上 

 

 ※点検 、外部業者に委託 

 

 

 自主点検 点検内容等 

 

区 分 点 検  内 容 点検 回数 担 当 者 

火気使用施設 火気使用箇所、器具 管理状況等 随  時 ボイラー技士 

電気関係 配線引込、外観事項、絶縁抵抗試験 ６カ月に 回以上 総合点検時に実施 

建物及 周囲 全般 事項、避難通路 確保 随  時 ボイラー技士 

危険物施設 全般 事項 随  時 ボイラー技士 

消防用施設 全般 事項 随  時 ボイラー技士 

 



岩手県立大学盛岡短期大学部 め 寮消防計画

○通報連絡班 班長 名 班員 名

○初期消火班 班長 名 班員５名

○避難誘導・点検班 班長 名 班員５名

◆避難誘導係

◆点検係

任務：

○救護班 班長 名 班員 名

任務：

任務：隊長を補助 必要
に応 各班を掌理 る

負傷者の救護及 応急処置

防 火 管 理 者
事務局

寮 管 理 人
受託者

任務：

任務：

任務：

消防署員 到着 る の間に ける消
火器等を用いた初期消火活動

非常口の開放 避難器具の組立設営 避
難時の誘導

岩手県立大学盛岡短期大学部 め 寮自衛消防隊の組織図及 任務分担表

消防署及 防火管理者への通報 寮生
等への周知 自衛消防隊各班への情報
提供

自衛消防隊長
寮 長

自衛消防隊副隊長
副 寮 長

寮内の点検 不明者の探索

任務：自衛消防隊を掌理
統括 る



 

温水ボイラー点検清掃業 内容説明書 

 

温水ボイラー点検清掃業 業 様書 定 ほ 業 内容説明書 定

実施  

 

 業 従事者 

受託者 業 従事者 ボイラー点検清掃業 精通 たボイラー整備士及び清掃員を配置

業 あた 業 従事者 必要資格を証明 書類 写 を提出

 

 

 対象設備 

温水ボイラー 1 基 昭和鋼板製 ＫＭ －Ｅ2003Ａ 伝熱面積 3.7 ㎡  

 

 実施回数 

年 1 回 3 月 実施 ボイラー及び圧力容器安全規則 昭和 47 年 9 月 30 日労働省

令第 33 号 第 38 条 規定 性能検査 日程等を 案 うえ 詳細 い 事前 総括責任

者 日程調整を行う  

 

 業 内容 

次 点検及び清掃等を行う  

燃焼室内煤煙除去及び点検 煙道を含  

貯湯室内部清掃点検 

バーナー清掃点検及び燃焼調整 

安全弁点検調整 

自動制御機器点検 

性能検査受検 申 込 及び検査手数料 支払い 

性能検査 ボイラー整備士 立ち会い 

性能検査終了後 ボイラー復旧作業 

 

 作業 留意事項 

ボイラー室内 配管 部 堆積 付着 い 埃煤 除去  

清掃 磨 あ 後 必要 応 塗装等 修復  

ボイラー内外部 清掃 あた 水 使用 厳禁  

清掃 生 た埃煤等 受託者 処理  

 

 業 完了報告 

点検及び清掃等を完了 た場合 点検整備 状況を示 書類及び写真等 様式任意 を委託者

提出  

 

 そ  

業 内容説明書 示さ い事項 あ ボイラー 故障若 く 機能 低 を未然

防止 た 維持管理 必要 認 修理及び部品 交換等 発生 た場合 委託者 報

告 うえ必要 措置を講  



















地 タンク点検清掃業務内容説明書 

 

地 タンク点検清掃業務 業務 様書 定 ほ 消防法 昭和 「」 年法 第 186 号

法 いう 及び関係法 規定並び こ 業務内容説明書 定 こ 実施す

す  

 

 業務従 者 

次 業務従 者を配置す す  

重油タンク 清掃点検作業 監督を行う者 甲種又 乙種 第四類 危険物 扱者 あ こ

 

清掃及び点検作業 従 す 者 6 危険物 扱い 実務経験を す 者 あ こ

 

 

 対象設備 

重油タンク 

 地 タンク 軟鋼板製   基  容量 1,850 ｯﾄ  

 サ ビ タンク 軟鋼板製 基  容量  104 ｯﾄ  

 

 実施回数 

年 1 回 

 

 業務内容 

次 清掃及び保安点検を行う す  

重油タンク清掃 

ア 重油タンク及びサ ビ タンク内 油泥 ラッ 等 ムポン 汲 タン

ク壁面及び底部 汚水等 洗剤 洗浄 うえ 全面 わ ウエ 拭 清掃す  

イ 重油タンク及びサ ビ タンク及び イル 間 イ ライン 給油及び返油管

残油を抜 清掃す  

ウ 清掃作業 必要 場合 配管 ラン 継手を一時的 外し 行うこ

し 作業終了 直 原形 修復し け い ッ ン類 新品

替え 空気及び油漏 等 あ い  

エ 使用可能 油 タンク内 あ ラム缶 け入 タンク清掃終了 タン

ク内 戻し入 す  

 タンク内部 入 中毒予防 充分注意し 照明 付 電灯 タイ

ケ ル等を使用す  

 廃油 処理 い 次公害 発生源 い う責任を 処分す こ  

 タンク 周囲を油 汚し 場合 ウエ 等 清掃す  

地 タンク等保安点検 

ア 保安点検 法 危険物 規制 関す 政 及び危険物 規制 関す 規則 基 地

タンク貯蔵所点検表 点検表 いう 様式第 4 号 定 あ 項目 い 実施

す す し 該当し い項目 い 点検を要し い  



ア 漏洩試験 

 タンク本体 漏洩検知管及び配管 埋設管 等 い 次 不燃性窒素

漏洩試験を行う  

※ 本体：充填圧力 0.「 ㎏／㎝ 0.0「２５a 60 分間 加圧 

※ 配管：充填圧力 1.0 ㎏／㎝ 0.10２５a 」0 分間 加圧 

 漏洩 無を確認し 密閉部を開口し 送風機 点検を行う  

イ 目視及び作動確認 

漏洩試験 外 項目 実施 い 別添点検表 載さ い 方法 点検を行

う  

イ 重油タンク保安点検 タンク内 清掃終了 直 行う  

ウ 点検を行う際 選任さ い 危険物 扱者 該当す 項目全 わ 立 会う

す  

 

 業務完了報告 

清掃及び保安点検 完了し 場合 作業完了報告書 任意様式 製造所等定期点検 録

表 様式第 4 号 及び 地 タンク貯蔵所点検表 様式第 5 号 を委 者 提出す す

 

地 タンク貯蔵所点検表 作業 状況写真を添付す す 保安点検 結果

油漏 箇所 破損箇所 あ そ 状況を示す写真 添付す す  

 

 そ  

作業中 地 タンク等及び付属機器類 異常を認 場合 直 作業を中止し 委 者 報

告 うえ指示を け す  



様式第4号

事業所名

所在地

製造所等 区分

設置許可年月日・
番号

完成検査年月日

施設名又 呼称
番号

危険物 類別 品
名 品目)､最大貯
蔵量又 最大取
扱量 倍数

所 属

氏 名 ㊞

免状 区分 免状番号

所 属

氏 名 ㊞

会 社 名

所 属

氏 名 ㊞

所 属

氏 名 ㊞

免状 区分 免状番号

点検年月日 保存期限

製造所等定期点検記録表 積載式移動タンク貯蔵所を除く

年 月 日 第 号

危険物取扱者

危険物施設保安員

上記以外 者

立会危険物取扱者

年  月  日

年 月 日

点検対象

点検実施者

年  月  日



様式第 号  地 タンク貯蔵所点検表

点検内容 点検方法
点検
結果

措置 日及び
措置内容

部スラ 亀裂 崩没 不等 無 目視

タンク本体 漏洩 無 注

固定状況 適否 目視

腐食 損傷 無 目視

引火防止網 脱落 目 目視

腐食 損傷 無 目視

作動状況 取外し等によ 機能

可燃性蒸気回収弁 損傷 無 目視

損傷 無 目視

作動状況及び指示 適否 目視

損傷 無 目視

取付部 ゆ 等 無 目視

指示状況 目視

蓋 閉鎖状況 目視

変形 損傷 無 目視

漏えい検査管 変形 損傷 土砂等 堆積 無 注

損傷 無 目視

警報装置 機能 適否 作動確認

変形 損傷 無 目視

接地電極損傷 無 目視

接地抵抗値 適否 接地抵抗計によ 測定

注入口ピット
亀裂 損傷 滞油 滞水 土砂等

堆積 無
目視

漏えい 無 注

変形 損傷 無 目視

塗装状況及び腐食 無 目視

固定 適否 目視

点検 ックス
亀裂 損傷 滞油 滞水 土砂等

堆積 無
目視

漏えい 損傷等 無 目視

開閉機能 適否 目視

端子箱 損傷 土砂等 堆積 端
子 ゆ 等 無

目視

防食電位 電流 適否 電位計によ 測定

安全装置

液量自動表示装置

圧力計

計量口

漏えい検知装置
重殻タンク

注入口

配管

ル

電気防食設備

点検項目

通
気
管
等

計
測
装
置

配
管

ル

等

通気管



点検内容 点検方法
点検
結果

措置 日及び
措置内容

点検項目

漏えい 無 目視

変形 損傷 無 目視

異音 異常振動 異常発熱 無 目視

塗装状況及び腐食 無 目視

固定 ルト 腐食及びゆ 等
無

目視又 ン テスト等に
よ

断線 無 目視

取付部 ゆ 等 無 目視

接地抵抗値 適否 接地抵抗計によ 測定

亀裂 損傷等 無 目視

滞油 滞水 土砂等 堆積 無 目視

屋根 壁 床 防火戸等 亀裂
損傷等 無

目視

換気 排出設備等 損傷 無
及び機能 適否

目視及び作動確認

照明設備 損傷 無 目視

配線及び機器 損傷 無 目視

機能 適否 作動確認

標識 掲示板
取付状況 記載 項 適否及び
損傷 汚損 無

目視

消火器 位置 設置数 外観的機能 適否 目視

損傷 無 目視

機能 適否 作動確認

そ 他

注  検査棒等によ 確認す とと に 併せ 漏えい危険物 無に い 確認す こと

警報設備

ン

設
備

注  地 タンク 本体及び地 埋設配管 漏えい 無に い 地 貯蔵タンク等及び移動タンク貯蔵所 漏
点検に係 運用 指針に い 成1 18日消防危第33号 によ 点検す こと

ン

ン ア ス

囲い 床 た す 油
分離装置

建家及び附属設備

電気設備



貯水槽点検清掃業務内容説明書 

 

貯水槽点検清掃業務 業務仕様書に定 ほ 水道法 昭和 」「 法 第 177 号 法

いう 及び関係法 並びに 業務内容説明書に定 に 実施  

 

 業務従事者 

託者 次に 業務従事者を配置  

飲料水 貯水槽 清掃点検作業 監督を行う者 次 い に該当 者  

 厚生労働大臣 定 に 飲料水 貯水槽 清掃に関 講習 課程を修了した

者 

イ に掲 者 同等 知識及び技能を 認 者 

飲料水 貯水槽清掃点検作業に従事 者 厚生労働大臣 定 研修を修了した者 あ

作業開始前 」 内に健康診断 検便 を 適格 あ 者  

 

 対象設備 

貯水槽 

 水槽 ＦＲＰ製    基 容量 16.0ｍ  

 高置水槽 ＦＲＰ製   基 容量  6.0ｍ  

 

 実施回数 

1 回 

 

 業務内容 

次に 清掃及び点検を行う  

 作業 水槽 高置水槽 に行う  

イ 作業 次 方法に 行う  

水槽 高置水槽 周辺 清掃を行う  

イ ＦＭ タッ 又 水 ン を停止  

排水 ン に 排水 同時に タ ンに 槽内 気を実施  

排水完了 同時に第 1 回高圧洗浄及び洗浄汚水 排水を行う  

第 1 回洗浄 に槽内付属機器 点検を行う  

第 「 回高圧洗浄及び残水排水を行う  

キ 100ppm 次亜塩素酸 ム溶液に 第 1 回噴霧消毒を行う  

15 分 第 「 回消毒を行う  

ッ キュ ムを用い 完全排水 」0 分間放置し 水張 を開始  

コ 水槽及び高置水槽 ＦＲＰタン あ 第 1 回洗浄 高圧洗浄機に

ッ ン ッ を用い 第 「 回洗浄 広角ノ 使用又 圧力を 「5 ㎏／㎡程度に 行

う  

サ 機器類 復旧調整を行う  

シ 異物混入 防止措置等 点検 給水系統 抜 赤水抜 を行い 残留塩素濃度 測

定を行う  

 作業終了 貯水槽内 水を採 し 成 15 厚生労働省告示第 「61 号 方法に 飲料水

水質検査を行う  

法第 」4 条 「 第 「 規定に基 く簡易専用水道 管理に係 検査を行う  



 業務完了報告 

清掃及び点検並びに検査 完了した場合 貯水槽清掃点検報告書 任意様式 及び 飲料水

水質検査結果書 任意様式 並びに 簡易専用水道検査結果書 任意様式 を委託者に提出

 



消防用設備点検業務内容説明書 

 

消防用設備点検業務 業務 様書 定 ほ 消防法 昭和 「」 年法 第 186 号 下 法

いう 及 関係法 規定並 こ 業務内容説明書 定 こ 実施  

 

 業務従事者 

受 者 業務従事者 消防設備点検資格者を配置 業務 あ  

 

 対象設備 

別 岩手県立大学盛岡短期大学 み寮消防用設備一覧表  

 

 実施回数 

年 「 回実施 細 い 事前 監督員 日程調整を行う 突

発的 トラブル発生 対 委 者 指示 随時対応  

外観 機能及 総合点検 

9 月 

外観 機能点検 

」 月 

 

 業務内容 

一般事項 

ア 消防法 同法施行 同法施行規則 及 こ 基 く告示等 定 こ  

イ 点検を行う あ 委 者 十分協議 事故 防 を図 当 点検 係

設備 概要 状態等を十分把握  

ウ 点検終了 電源電圧 確認 スイッチ類 位置 収納状態等を再度確認 こ

必 元 状態 復元 く  

点検保守 

点検 消防用設備等 点検 基準及 消防用設備等点検結果報告書 添付 点検表 様

式 昭和 50 年 10 月 16 日消防庁告示第 14 号 及 消防法施行規則 規定 基 消防用設

備等 種類及 点検内容 応 行う点検 期間 点検 結果 い 様式 昭和 50 年 10 月

16 日消防庁告示第 号 定 こ 適 行い 必要 応 保守 修理 そ

措置を講  

所轄消防署へ 届出 

法 定 い 期限 必要 書類を調整 うえ 届出を行う  

 

 業務完了報告 

点検及 保守 完了 都度 消防用設備等点検結果報告書 様式第 6 号 を委 者 提出

 

 

 経費 担区分 

保守 修理等 措置 伴い 交換等 要 消耗部 類 費用 受 者 担  



別記 

 

岩手県立大学盛岡短期大学部ひめかみ寮消防用設備一覧表 

 

 消火器具 

粉 消火器  階 、 階 、 階  

 

 自動火災報知設備 

Ｐ型 級 回線自動火災報知器   台 

感知器 差動スポット型      個 

定温スポット型      個 

煙イオン化型       個 

光電式           個 

地区音響装置            個 

発信機               個 

 

 避難器具 

緩降機   台 

 

 誘導設備 

誘導標識  枚 階 枚、 階 枚、 階 枚  



様式第６号  

 

 

 

 

 

 

消防用設備等点検結果報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受託者 住所                        

    氏名                        



別記様式第１                                         （その１） 

消  火  器  具  点  検  票   

名  称  防 火 
管理者 

◯印  

所  在  立会者 ◯印  

点検種別 機器点検 点検年月日   年  月  日  ～  年  月  日 
資格   番号 
 

社名              TEL 
 

点 検 者 氏名 

◯印  

点 検 者 
所属会社 住所 

 

点 検 結 果 
消 火 器 の 種 別 点 検 項 目 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 
判 定 不良内容 

措 置 内 容 

機  器  点  検 
設 置 場 所          
設 置 間 隔          
適 応 性          

設
置
状
況 

耐 震 措 置          
表 示 ・ 標 識          

本 体 容 器          
安 全 栓 の 封          
安 全 栓          
使用済みの表示装置          
押し 金具・レバー等          
キ ャ ッ プ          
ホ ー ス          
ﾉ ｽ ﾞ ﾙ ･ ﾎ ｰ ﾝ ･ ﾉ ｽ ﾞ ﾙ 栓          
指 示 圧 力 計          
圧 力 調 整 器          
安 全 弁          
保 持 装 置          
車 輪 （ 車 載 式 ）          

消 
火 

器 

の 

外 

形 

ガス導入管（車載式）          
備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

   ２ 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消     

    火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。 

   ３ 判定欄は、正常の場合は○ 印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 

   ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○ 印を付すこと。 

   ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 

 
 

 

 



別記様式第１                                     消火器具（その２） 

本 体 容 器          
内 筒 等          

・
内
筒
等 

本
体
容
器 液 面 表 示          

性 状          薬
剤 

消
火 消 火 薬 剤 量          
加 圧 用 ガ ス 容 器          
カ ッ タ ー ・ 押 し 金 具          
ホ ー ス          
開閉式ノズル・切替式ノズル           
指 示 圧 力 計          
使 用 済 み の 表 示 装 置          
圧 力 調 整 器          
安 全 弁 ・ 減 圧 孔 
（ 排 圧 栓 を 含 む 。）          

粉 上 り 防 止 用 封 板          
パ ッ キ ン          
サイホン管・ガス導入管          
ろ 過 網          

消 

火 

器 

の 

内 

部 

等 

・ 

機 

能 

放 射 能 力          
外 形          火

用
具 

簡
易
消 水 量 等          

備 
 

考 

 

機 器 名 型  式 校正年月日 製造者名 機 器 名 型  式 校正年月日 製造者名 

        
        

測
定
機
器         

 
器 種 名 設 置 数 点 検 数 合 格 数 要修理数  廃 棄 数 

      
      
      
      
      
      

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

   ２ 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消     

    火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。 

   ３ 判定欄は、正常の場合は○ 印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 

   ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○ 印を付すこと。 

   ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 



別記様式第 11                                         （その１） 

自 動 火 災 報 知 設 備 点 検 票 

名  称  防 火 
管理者 

◯印  

所   在  立会者 ◯印  

点検種別 機 器・総 合 点検年月日  年  月  日～  年  月  日 
資格   番号 社名           TEL 

点 検 者 氏名 

◯印  

点 検 者 
所属会社 住所 

製造者名 点  検 
設 備 名 

受 信 機 
型 式 等 

点  検  結  果 点 検 項 目 
種別・容量等の内容 判 定 不 良 内 容 

措 置 内 容 

機   器   点   検 
外 形     
表 示     
※ 端 子 電 圧 Ｖ    
※ 切 替 装 置     
※ 充 電 装 置     

（
内
蔵
型
） 

予
備
電
源
・
非
常
電
源 ※ 結 線 接 続     

周 囲 の 状 況     
外 形     
表 示     
警 戒 区 域 の 表 示 装 置     
電 圧 計 Ｖ    
ス イ ッ チ 類     
ヒ ュ ー ズ 類 Ａ    
※ 継 電 器     
表 示 灯     
通 話 装 置     
※ 結 線 接 続     
接 地     
附 属 装 置     

蓄 積 式     
ア ナ ロ グ 式     
二 信 号 式     

※ 火 災 表 示 等 

そ の 他     
※ 注 意 表 示     
回 路 導 通     
設 定 表 示 温 度 等     
感 知 器 作 動 等 の 表 示     

受 
 

信 
 

機 
 

・ 
 

中 
 

継 
 

器 

予 備 品 等     
備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 

    ２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。 

    ３ 判定欄は、正常の場合は○ 印、不良の場合は× 印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 

   ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○ 印を付すこと。 

   ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 

   ６ 票中※ 印の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。 



別記様式第 11                                 自動火災報知設備（その２） 

外 形     

未 警 戒 部 分     

感 知 区 域     

適 応 性     

警

戒

状

況 機 能 障 害     

ス ポ ッ ト 型 差動 定温( 再)  熱アナログ    

空 気 管 式     分
布
型 熱電対式・熱半導体式     

※

熱

感

知

器 感 知 線 型     

ス ポ ッ ト 型 イオン 光電 アナログ    ※
煙
感
知
器 分 離 型     

※ 炎 感 知 器 赤外線 紫外線    

※ 多信号感知器・複合式感知器     

感 
 

 

知 
 

 

器 

遠 隔 試 験 機 能 を 有 す る 感 知 器     

周 囲 の 状 況     

外 形     

表 示     

押 し ボ タ ン ・ 送 受 話 器     

発 
 

信 
 

機 
表 示 灯     

外 形     

取 付 状 態     

音 圧 等     

音 

響 

装 

置 鳴 動 方 式 一斉 区分 相互 再鳴動    

※ 蓄 積 機 能     

※ 二 信 号 機 能     

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 

    ２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。 

    ３ 判定欄は、正常の場合は○ 印、不良の場合は× 印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 

   ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○ 印を付すこと。 

   ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 

   ６ 自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書
類を添付すること。 

   ７ 票中※ 印の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。 



別記様式第 11                                 自動火災報知設備（その３） 

予 備 電 源 ・ 非 常 電 源     

受 信 機 の 火 災 表 示     

受 信 機 の 注 意 表 示     

受信機・中継器の制御機能・電路     

感 知 器     

自 

動 

試 

験 

機 

能 

感 知 器 回 路・ ベ ル 回 路     

総  合  点  検 

同 時 作 動     

※ 煙 感 知 器 等 の 感 度 
（自動試験機能を有するものを除く。） 

    

地 区 音 響 装 置 の 音 圧     

※ 総 合 作 動 
（自動試験機能を有するものを除く。） 

    

備 
 

 
 

 

考 

 

機 器 名 型式 校正年月日 製造者名 機 器 名 型式 校正年月日 製造者名 

加 熱 試 験 器    メーターリレー 試験器    

加 煙 試 験 器    炎感知器用作動試験器    

外 部 試 験 器        

煙 感 知 器 用 感 度 試 験 器        

測 

定 

機 

器 

減 光フ ィ ル タ ー        
備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 

    ２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。 

    ３ 判定欄は、正常の場合は○ 印、不良の場合は× 印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 

   ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○ 印を付すこと。 

   ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 

   ６ 自動試験機能を有するものにあっては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書

類を添付すること。 

   ７ 票中※ の欄は、自動試験機能を有するものにあっては記入不要。 

    



別記様式第 15                                         （その１） 

避 難 器 具 点 検 票 

名  称  防 火 
管理者 

◯印  

所   在  立会者 ◯印  

点検種別 機 器・総 合 点検年月日  年  月  日～  年  月  日 
資格   番号 社名           TEL 

点 検 者 氏名 

◯印  

点 検 者 
所属会社 住所 

設  置  階  

設 置 場 所  
点  検  結  果 点 検 項 目 

種別・容量等の内容 判 定 不 良 内 容 
措 置 内 容 

機   器   点   検 
設 置 場 所     
操 作 面 積 等     
開 口 部     
降 下 空 間     

周
囲
の
状
況 

避 難 空 地     
標 識     

縦 棒     
横 さ ん     
突 子     
結 合 部 等     

外 形     
可 動 部 

機 能     

避 

難 

は 

し 

ご 
つ り 下 げ 金 具     

外 形     
調 速 機 

機 能     
調 速 機 の 連 結 部     
ロ ー プ     
着 用 具     

緩 

降 

機 

ロ ー プ と 着 用 具 の 緊 結 部     
底 板 及 び 側 板     
す べ り 面 の 勾 配     

す
べ
り
台 手 す り     
す べ り 棒     

ロ ー プ 本 体     
結 合 部     

器 
 

 
具 

 
 

本 
 

 

体 

避
難
ロ
ー
プ つ り 下 げ 金 具     

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 

    ２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。 
    ３ 判定欄は、正常の場合は○ 印、不良の場合は× 印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 

   ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○ 印を付すこと。 

   ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 



別記様式第 15                                  避難器具点検票（その２） 

床 板 、 手 す り 等     
接 合 部     

外 形     

避
難
橋 可 動 部 

機 能     
踏 み 板 、 手 す り 等     
接 合 部     

外 形     

避
難
用
タ
ラ
ッ
プ 可 動 部 

機 能     
本 体 布 及 び展張部材     
縫 い 合 せ 部     
保 護 装 置 （ 斜 降 式 の 救 助 袋 に 限 る 。）      
結 合 部     

外 形     

器 
 

 

具 
 

 

本 
 

 

体 

救 

助 

袋 

可 動 部 
機 能     

取 付 部     
可 動 部     
支 持 部     
固 定 環     

上 蓋     
下 蓋     

取
付
具
・
支
持
部 

ハ
ッ
チ 使 用 方 法 の 表 示     

格 納 箱     
格 納 状 況 格 納 状 況     

総   合   点   検 
器 具 の 取 付 け 等     
降 下     
格 納     

備 
 

 

考 

 

機 器 名 型 式 校正年月日 製造者名 機 器 名 型 式 校正年月日 製造者名 
        
        

測
定
機
器         

備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 

    ２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。 

    ３ 判定欄は、正常の場合は○ 印、不良の場合は× 印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 

   ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○ 印を付すこと。 

   ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 



別記様式第 16 

誘 導 灯 及 び 誘 導 標 識 点 検 票 

名  称  防 火 
管理者 

◯印  

所   在  立会者 ◯印  

点検種別 機 器 点検年月日  年  月  日～  年  月  日 
資格   番号 社名           TEL 

点 検 者 氏名 

◯印  

点 検 者 
所属会社 住所 

点  検  結  果 
種別・容量等の内容 点 検 項 目 

避難口 通 路 客 席 
判 定 不 良 内 容 

措 置 内 容 

機   器   点   検 
種 類       
視 認 障 害 等       
外 形       

外箱・表示面 

表 示       
外 形       
表 示       

非常電源 
(内蔵型) 

機 能       
光 源       
点 検 ス イ ッ チ       
ヒ ュ ー ズ 類       
結 線 接 続       

外 形       
結 線 接 続       

誘 
 

導 
 

灯 

信
号
装
置
等 機 能       
外 形       
視 認 障 害 等       

誘
導
標
識 採 光       

備 

考 

 

機 器 名 型 式 校正年月日 製造者名 機 器 名 型 式 校正年月日 製造者名 
        
        

測
定
機
器 

        
 備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。 

    ２ 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。 

    ３ 判定欄は、正常の場合は○ 印、不良の場合は× 印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。 

    ４ 選択肢のある欄は、該当事項に○ 印を付すこと。 

    ５ 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。 






